
第
九
巻
　
　
維
　
纂
　
　
造
幣
局
設
立
の
宙
來
及
ひ
典
敷
地
に
就
い
て

第
三
號
　
　
一
〇
八
　
（
四
五
入
）

羅

纂

、

造
幣
局
設
立
の
由
來
及
び
其
敷
地
に
就
い
て

澤

田

立早

醐

慶
慮
四
羅
年
四
月
太
政
有
於
い
て
新
貨
纂
造
の
、

議
を
決
し
、
翌
年
二
月
造
幣
局
を
設
立
す
る
に
至
つ
元
の

は
當
時
會
計
事
務
局
鋼
事
で
あ
っ
た
三
岡
入
郎
鑛
の
建

議
に
基
く
こ
ご
は
『
由
利
公
正
繊
昌
に
記
す
る
こ
こ
ろ
で
あ

る
が
、
果
し
て
然
る
や
否
や
、
管
見
に
よ
れ
ば
造
幣
局
の

設
立
は
三
岡
八
郎
一
人
の
首
唱
や
建
議
に
よ
っ
て
彫
っ
た

こ
い
ふ
や
う
な
軍
な
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
こ
思
は
れ
る

そ
れ
故
轍
に
造
幣
局
の
由
來
を
述
べ
て
大
方
の
示
教
を
柳

ぎ
、
併
せ
て
造
幣
局
の
敷
地
た
る
大
阪
川
崎
の
地
に
附
し

て

異
説
？
碧
黙
を

言
辮
じ

て

置
き

た

い
ご

思
ふ
　o

　
維
新
當
時
の
財
政
窮
迫
の
有
様
は
今
改
め
て
詳
説
す
る

必
要
は
な
い
が
、
王
政
復
右
の
大
黒
倉
は
換
資
せ
ら
れ
、

新
に
総
裁
議
定
墾
與
の
三
職
を
設
け
ら
れ
、
萬
機
親
裁
を

仰
ぐ
に
決
し
た
る
も
の
、
、
こ
れ
に
俘
ふ
財
政
用
度
の
途

が
な
か
っ
た
。
前
將
軍
の
納
地
問
題
は
軍
純
な
る
財
政
上

の
問
題
の
み
で
な
か
っ
た
。
薩
長
地
墨
桑
諸
藩
の
政
雫
の

粁
格
、
戚
惰
の
衝
突
等
の
爲
に
問
題
は
紛
糾
に
紛
糾
を
重

ね
た
の
で
あ
る
。
こ
の
聞
に
饗
し
て
時
々
刻
々
績
生
す
る



所
の
多
端
の
費
用
は
維
新
政
府
の
最
も
困
迫
せ
る
こ
こ
ろ

で
あ
っ
た
ノ
是
に
於
い
て
一
時
樺
宜
の
方
法
に
よ
り
御
用

金
穀
を
近
畿
よ
り
調
達
せ
ん
事
を
決
し
、
慶
癒
三
年
十
二

月
二
十
三
日
金
穀
出
納
所
な
る
も
の
を
設
け
、
塑
與
三
岡

入
隅
、
林
左
門
の
二
入
に
そ
の
取
扱
方
を
命
じ
た
。
然
る

に
幾
も
な
く
伏
見
鳥
朋
の
砲
姻
を
見
る
こ
ε
＼
な
り
、
そ

の
結
果
征
東
大
望
令
を
換
登
せ
ら
る
～
に
至
っ
て
、
寸
時

も
猫
製
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
軍
費
供
給
の
問
題
で
あ
っ

た
。

、
こ
の
軍
費
供
給
問
題
は
嘗
時
の
政
府
の
財
政
虚
勢
ご
し

て
は
實
に
難
申
・
の
難
事
で
あ
っ
て
、
駐
輪
の
痛
心
苦
慮
は

想
像
も
及
ば
澱
悲
惨
の
有
様
で
あ
っ
た
が
、
如
何
に
難
中

の
難
事
ご
は
い
へ
、
是
非
こ
れ
を
支
辮
せ
ね
ば
維
新
の
鴻

業
も
忽
ち
挫
折
す
る
場
合
で
あ
っ
た
が
爲
に
、
太
政
官
に

於
い
て
は
屡
詐
議
を
重
ね
、
結
局
三
岡
入
山
の
建
議
に
墓

い
て
會
計
基
金
三
百
萬
爾
募
債
の
件
、
紙
幣
登
行
の
件
を

決
定
し
た
。
こ
れ
が
慶
慮
四
年
正
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
。

　
　
　
第
九
谷
　
　
雑
　
纂
　
　
造
幣
局
設
立
の
由
來
及
び
鶯
ハ
敷
地
に
就
い
て

　
然
る
に
唯
一
の
望
蜀
こ
せ
る
會
計
基
金
は
意
の
如
く
調

達
せ
ら
れ
す
、
紙
幣
は
急
騰
製
造
に
着
手
し
た
も
の
、
其

登
行
を
要
る
迄
に
は
多
少
の
時
日
を
要
す
る
は
勿
論
で
あ

る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
軍
費
慈
眼
の
督
促
は
東
征
軍
よ
り

矢
の
如
く
來
る
警
標
で
あ
っ
た
が
爲
に
、
會
計
常
局
に
於

い
て
は
殆
ん
ご
其
三
尊
の
策
に
窮
し
、
閏
四
月
會
計
官
中

に
新
に
貨
幣
司
を
設
け
、
翌
五
月
貨
幣
司
土
塁
を
大
阪
長

堀
に
貴
き
．
劣
悪
な
る
奮
勝
田
分
金
、
　
一
分
銀
等
の
吹
壇

を
行
ひ
、
紙
幣
の
嚢
行
ε
相
俊
っ
て
當
而
軍
費
不
賀
の
彌

縫
を
講
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
一
方
に
は
こ
の
前
々

月
即
ち
四
月
太
政
官
に
於
い
て
新
貨
幣
鋳
造
の
議
が
渓
尽

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
當
面
の
財
政
問
題
ご
は

自
か
ら
別
箇
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
思
ふ
。

三

　
奮
幕
時
代
の
貨
幣
制
度
は
堂
奥
錯
綜
を
極
め
て
、
何
等

統
一
的
で
な
か
っ
た
こ
ご
は
顯
著
の
事
前
で
あ
る
が
、
幕

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
〇
九
（
四
五
九
）



第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
造
幣
焔
設
立
の
由
來
及
び
其
敷
地
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
一
〇
（
四
六
〇
）

末
畷
港
ご
共
に
厭
米
墨
國
ご
月
商
貿
易
を
行
ふ
に
及
ん
で

難
聴
陥
弊
害
は
】
層
甚
し
く
暴
露
せ
ら
る
、
こ
ご
、
な
っ

た
。
殊
に
金
銀
の
比
償
は
丁
場
に
於
け
る
そ
れ
ご
、
内
國

に
於
け
る
そ
れ
ビ
は
非
常
に
冬
構
を
失
し
て
居
た
爲
に
、

我
が
金
貨
は
事
々
ε
し
て
海
外
へ
鼠
壁
せ
ら
れ
だ
の
で
あ

る
。
寧
静
米
國
公
使
ハ
ン
ス
は
我
が
幣
禰
の
棄
胤
を
傍
窺

す
る
に
忍
び
す
、
金
貨
濫
凄
の
患
害
を
説
い
て
幣
制
革
新

の
急
務
な
る
所
以
を
幕
府
に
注
聾
し
た
が
、
幕
府
は
幣
制

革
新
の
爲
に
却
っ
て
諸
物
儂
の
昂
騰
混
働
せ
ん
こ
ご
を
杷

憂
し
て
、
折
角
の
忠
言
に
・
癒
す
る
こ
ε
も
せ
す
、
依
然
姑

怠
手
段
に
よ
っ
て
一
時
を
糊
塗
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
而

か
も
其
結
果
は
盤
購
界
の
混
瓢
を
晒
し
弊
害
夕
冷
し
て
最

・
早
筆
捨
す
べ
か
ら
ざ
る
歌
態
と
な
り
、
通
商
貿
易
の
上
に

も
至
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
。
是
に
於
い
て
各
國

公
艇
等
は
幕
府
に
向
っ
て
我
が
蝿
貨
の
弊
害
を
論
じ
、
連

り
に
翼
難
度
革
新
を
要
請
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
之
か
た

め
に
幕
府
も
最
早
こ
れ
を
黙
過
す
る
こ
ε
能
は
ざ
る
窮
境

に
立
ち
、
慶
慮
二
年
五
月
英
佛
米
墨
四
ヶ
國
ご
改
税
約
書

を
締
結
す
る
に
當
っ
て
、
そ
の
第
六
條
に
幣
制
の
革
新
を

契
ひ
、
來
川
三
年
十
一
月
よ
り
之
を
實
行
ず
る
旨
を
豫
約

し
た
、
郎
ち
外
藩
貨
幣
ご
日
本
貨
幣
ご
同
種
同
量
の
割
合

を
以
っ
て
交
換
蓮
織
す
る
從
來
の
規
定
を
改
め
、
す
べ
て

外
國
貨
幣
ご
織
本
貨
幣
こ
の
交
換
に
支
障
な
き
や
う
に
成

す
爲
に
、
幕
府
に
於
い
て
新
に
金
銀
吹
立
所
を
設
立
し
。

内
外
人
よ
り
差
出
す
外
國
金
銀
貨
幣
並
に
地
金
は
皆
日
本

貨
幣
に
鋳
直
し
て
引
替
ふ
る
に
決
し
、
；
れ
を
實
行
ず
る

上
に
於
い
て
は
從
來
の
修
羅
蓮
商
條
約
面
に
規
定
せ
る
條

項
を
改
訂
す
る
必
要
あ
れ
ば
、
そ
の
冒
を
幕
府
よ
り
各
國

へ
交
渉
し
て
承
諾
を
経
た
る
後
、
愈
來
ル
群
群
年
十
一
月

耀
㌻
夙
譲
よ
芝
を
實
行
ず
る
こ
い
ふ
意
味
で
あ
っ

た
Q
而
し
て
右
に
要
す
る
造
幣
器
械
並
に
貨
幣
雛
形
は
佛

國
に
注
交
す
る
讐
で
あ
っ
た
が
、
當
時
國
家
多
事
、
幕
府

は
既
に
充
解
に
瀕
し
て
居
た
際
で
あ
っ
た
が
爲
に
、
金
銀

吹
立
所
の
場
所
の
選
定
は
愚
か
、
造
幣
器
械
注
文
の
手
績



も
な
さ
す
あ
愈
三
年
忌
｛
月
錦
嚢
の
期
に
迫
っ
て
蔵
置
狼

狽
し
、
各
國
公
使
等
に
謝
し
て
は
造
幣
器
械
未
着
の
故
に

約
定
に
遵
ひ
難
き
旨
を
通
牒
し
て
、
そ
の
場
逃
れ
の
醜
態

を
演
じ
つ
、
あ
る
間
に
、
幾
も
な
く
大
政
維
新
の
序
幕
は

切
り
落
さ
れ
π
．

四

　
事
情
右
の
如
く
で
あ
っ
た
が
、
奮
幕
府
の
締
結
せ
る
改

斜
懸
書
な
る
も
の
は
．
幕
府
の
滅
亡
ご
共
に
潰
滅
せ
ら
る

べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
。
維
新
政
府
は
當
然
こ
の
條
約

を
縫
承
履
行
す
べ
き
責
任
が
あ
っ
た
。
殊
に
開
國
…
進
取
の

國
是
の
下
に
盆
遣
商
貿
易
の
音
量
を
期
す
る
上
に
は
、
弊

害
績
毘
せ
る
盤
燕
の
貨
幣
側
度
を
一
貢
し
て
革
新
統
一
を

随
る
は
刻
下
の
最
大
緊
急
問
題
で
あ
る
こ
ご
、
何
人
も
認

む
る
ビ
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
就
中
直
接
外
書
事
務
に
關
識
せ

る
諸
有
司
に
於
い
て
は
一
騰
…
痛
…
切
に
之
を
養
せ
ざ
る
を
得
一

な
か
っ
た
、
、
師
ち
醜
態
大
阪
に
在
勤
せ
る
参
綾
里
外
議
事

　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
嬢
…
　
　
溢
幣
局
設
立
の
由
來
及
び
虻
ハ
敷
馳
に
就
い
て

務
掛
後
藤
象
二
郎
馨
覇
、
兵
庫
に
在
勤
せ
羨
号
外

國
事
務
掛
伊
藤
博
文
荘
重
二
の
如
き
は
夙
に
・
あ
黙
に

就
き
て
憂
慮
し
つ
、
あ
っ
た
。
そ
の
他
同
じ
く
外
転
事
務

描
で
あ
っ
た
寺
島
宗
則
、
町
田
久
成
、
五
代
友
厚
、
井
上

馨
等
皆
同
様
の
考
を
有
し
て
居
た
や
う
で
あ
る
。
濁
り
三

岡
入
郎
の
建
議
を
竣
っ
て
始
め
て
新
貨
鋳
造
の
議
決
を
見

る
に
至
っ
た
ご
云
ふ
の
は
聯
か
疑
な
き
を
得
な
い
。
又
三

岡
八
郎
の
新
貨
鋳
造
に
話
す
る
建
議
な
る
も
の
が
事
實
果

し
て
存
す
る
や
否
や
、
不
幸
に
し
て
未
だ
管
見
の
及
ば
ざ

る
所
で
あ
る
。

．『

c
國
造
幣
寮
濫
旛
之
記
』
に
は
「
此
時
（
等
量
）
に
當
て
政

府
盆
々
皇
國
貨
幣
の
量
目
謹
合
帯
度
に
適
せ
ざ
る
を
知
り

殊
に
方
今
外
國
貿
易
の
滋
嫡
々
盛
ん
な
ら
し
め
ん
ご
欲
せ

ば
宜
し
く
萬
國
の
方
法
ご
面
壁
の
慣
行
ご
を
斜
得
し
、
野

趣
を
改
め
精
良
適
正
の
新
製
を
設
け
、
器
械
を
以
て
之
を

鎗
議
せ
ん
事
を
議
し
、
之
を
塞
議
會
計
官
三
岡
八
郎
に
命

ず
、
三
岡
氏
外
型
事
務
判
事
五
代
才
助
・
寺
島
陶
藏
に
托
し

　
　
　
　
　
　
　
第
一
二
號
　
　
　
一
　
一
　
一
　
（
四
山
ハ
一
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
維
　
纂
　
　
淺
幣
局
畿
立
の
由
來
及
び
其
敷
戸
に
就
い
て

て
香
港
に
存
在
す
る
英
國
造
敷
黛
器
械
を
一
憤
六
野
…
闘
に
て
購

求
め
ん
こ
ご
を
英
商
ガ
ラ
バ
氏
ご
約
定
せ
り
。
因
て
上
野

敬
輔
香
港
に
航
せ
り
L
ε
記
し
て
あ
る
が
、
三
岡
八
郎
の

建
議
に
基
く
意
味
は
更
に
見
常
ら
な
い
。
こ
の
『
三
階
造

幣
寮
濫
鰭
三
軒
』
は
造
幣
に
最
も
繭
係
の
深
か
っ
た
久
世

治
作
の
口
授
に
よ
っ
て
明
治
五
年
十
嚇
月
こ
れ
を
編
纂
し

た
も
の
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
書
の
中
に
は
誤
謬
も
少
か
ら

ず
あ
る
。
例
へ
ば
右
の
参
議
會
計
官
三
岡
八
郎
ご
あ
る
の

は
参
與
兼
會
計
事
務
局
重
事
ご
あ
る
べ
き
誤
り
で
あ
る
が

大
膿
に
於
い
て
は
要
領
を
得
て
居
る
◎
殊
に
朋
治
五
年
こ

い
へ
ば
、
瓶
氾
理
工
局
馳
帆
立
謄
立
時
ご
蛍
蹴
っ
て
も
差
支
な
い
時
代

の
編
纂
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
造
幣
に
關
博
せ
る
久
世
治

作
が
三
岡
八
郎
の
建
議
を
知
ら
な
か
っ
た
ど
は
言
へ
な
い

で
は
な
か
ら
う
か
。

　
管
見
に
よ
れ
ば
、
奮
來
の
貨
幣
帯
皮
を
革
新
統
一
す
る

は
維
新
政
府
の
軌
る
べ
き
當
然
の
論
結
で
あ
っ
て
、
何
入

の
首
唱
に
よ
り
、
何
人
の
建
議
を
挨
っ
て
始
め
て
實
現
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
鞭
獅
　
　
　
嚇
一
二
　
（
四
山
ハ
ニ
）

ら
る
、
に
至
っ
た
ビ
い
ふ
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
強
ひ

て
言
へ
ば
、
三
岡
入
郎
の
建
議
よ
り
は
寧
ろ
外
國
事
務
局

掛
の
人
々
に
よ
っ
て
、
盛
に
そ
の
急
務
な
る
所
以
を
宣
傳

せ
ら
れ
た
も
の
こ
見
る
の
が
穏
當
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
そ

の
謹
擦
に
は
新
貨
錆
造
の
議
決
せ
ら
れ
た
二
箇
月
以
前
師

ち
二
月
朔
日
附
を
以
っ
て
、
兵
庫
在
勤
の
外
國
事
務
掛
撰

藤
艶
紅
よ
り
総
裁
局
顧
問
木
戸
孝
允
に
宛
て
た
る
書
翰
に

左
の
如
き
も
の
が
あ
ろ
Q

　
今
朝
飛
脚
差
返
候
飾
差
急
候
に
付
串
上
残
候
虚
、
彊
々
雷
地
及

　
大
阪
長
縣
『
等
に
・
も
商
法
、
出
始
候
へ
ば
洋
銀
引
㍍
誉
不
什
｛
而
者
不
祁

　
成
候
塵
、
金
吹
替
局
乎
或
は
二
本
園
内
洋
銀
通
用
被
仰
付
二
念

　
に
御
取
極
無
之
而
者
矢
庭
に
差
鳩
可
申
、
過
羅
後
膝
象
二
郎
出

　
浮
之
焔
節
ガ
ラ
バ
へ
金
銀
製
鉱
氾
器
械
粗
謂
頼
候
島
庭
、
冷
朝
蹴
今
公
使
よ

　
り
右
様
の
器
械
入
用
な
れ
ば
商
人
の
手
を
不
回
し
て
政
府
¶
こ
欧

　
府
…
の
縣
心
合
を
…
以
取
入
候
へ
ば
蝋
央
購
醐
に
て
取
一
調
候
代
料
“
ぞ
四
脚
買
、
渡

　
口
本
攻
府
の
大
に
利
盆
に
込
潮
成
ざ
の
事
に
獅
座
候
，
右
に
付

　
、
香
港
に
莫
政
府
用
來
の
器
械
有
之
候
に
脅
激
震
本
割
府
急
増
取

　
入
雲
脚
擬
も
候
へ
ば
直
融
恢
番
一
藩
政
麿
へ
由
－
邉
見
可
串
大
急
返
匁
島
相



　
聞
軍
艦
襟
ミ
の
事
に
御
座
候
、
尤
右
器
械
不
具
に
て
七
七
二
千

　
ド
ル
に
て
英
國
に
立
て
取
調
、
窓
外
少
々
蓮
賃
可
面
掛
其
上
右

　
器
械
を
用
法
す
る
事
を
教
ゆ
る
爲
爾
入
程
の
英
入
を
當
分
解
雇

　
入
無
之
て
は
不
相
成
噛
こ
の
事
に
御
座
候
，
是
は
軍
事
に
不
等
事

　
に
御
座
秘
義
共
三
家
の
必
用
に
付
朝
議
御
｛
決
直
様
可
仰
平
様

　
奉
願
上
度
偏
に
御
里
仕
候
、
爲
其
態
々
勿
々
頓
首
、

　
　
二
月
朔
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
俊
介

　
　
本
戸
準
一
郎
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．

　
こ
れ
に
依
っ
て
見
れ
ば
香
港
に
あ
る
造
幣
器
械
購
入
の

話
は
可
な
り
早
く
か
ら
」
起
っ
て
居
た
こ
ご
が
知
れ
る
。
又

「
朝
議
御
一
決
直
機
斜
頚
仰
越
」
ご
あ
る
が
、
立
時
政
府
は

征
東
軍
並
に
之
に
俘
ふ
軍
費
供
給
問
題
等
焦
眉
の
急
々
を

要
す
る
事
件
が
錯
綜
し
だ
が
爲
に
、
急
に
朝
議
一
決
ご
迄

は
墾
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
去
り
な
が
ら
政
府
當

局
に
於
い
て
も
無
論
幣
制
統
一
の
急
務
な
る
を
戚
じ
て
居

た
の
で
あ
る
か
ら
漸
次
こ
れ
を
實
施
す
る
に
努
め
、
二
月

二
十
臓
に
は
洋
銀
一
枚
を
金
三
分
の
當
り
を
以
っ
て
蓮
用

　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
澄
幣
局
設
立
の
由
來
及
び
其
敷
地
に
就
い
て

せ
し
む
る
旨
を
擬
し
、
同
月
二
十
三
日
に
は
藩
幕
府
に
於

い
て
既
に
連
用
停
止
で
あ
っ
た
古
金
銀
を
も
時
儂
互
用
を

許
す
旨
を
廉
し
、
更
に
同
月
こ
＋
五
臼
會
計
事
務
局
判
事

三
岡
八
郎
小
原
仁
兵
衛
灘
の
爾
人
に
金
銀
座
改
正
の
事
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

委
任
し
、
先
づ
蕉
來
の
多
種
混
働
せ
る
金
銀
壁
越
の
便
値

を
一
定
す
る
必
要
上
．
そ
の
昂
質
の
分
析
を
行
ふ
こ
ご
、

し
。
三
月
五
日
分
析
の
事
に
通
曉
せ
る
大
垣
藩
士
久
世
治

作
、
輻
井
藩
士
村
田
理
右
衛
門
の
二
人
を
徴
し
て
貨
幣
取

調
方
に
任
じ
だ
。
而
し
て
翌
四
月
愈
京
都
の
金
座
内
に
假

分
析
所
を
設
遣
す
る
ご
共
に
、
…
方
太
政
官
に
於
い
て
新

貨
鋳
造
の
議
を
決
し
て
香
港
に
あ
る
英
國
造
幣
器
械
購
入

の
手
績
を
な
す
こ
ご
、
な
っ
た
。

『
法
規
分
類
大
全
』
に
「
元
年
三
月
田
端
、
造
幣
器
械
御

買
上
の
爲
に
上
野
敬
輔
を
虚
血
へ
差
遣
す
」
ビ
あ
る
。
こ

の
三
月
ご
云
ふ
の
は
新
賃
舞
造
議
決
の
前
月
で
あ
る
か
ら

三
は
四
の
誤
で
あ
ら
う
ビ
云
ふ
説
が
あ
る
Q
こ
れ
も
一
二

尤
も
な
こ
ご
で
は
あ
る
が
、
造
幣
器
械
購
入
の
件
は
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
｝
一
一
ご
　
（
閃
門
山
ハ
一
二
）



第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
逡
幣
局
設
立
の
寅
來
及
び
其
敷
馳
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
一
四
　
（
四
山
ハ
四
）

述
ぶ
る
如
く
、
既
に
早
・
く
か
ら
漣
っ
て
居
た
問
題
で
あ
っ

て
、
四
月
新
貨
鋳
造
の
議
決
に
俘
っ
て
起
っ
て
來
た
の
で

は
な
い
。
新
貨
鋳
造
の
議
決
は
歯
群
の
事
ご
し
て
、
こ
の

議
決
に
先
っ
て
香
港
差
遣
の
命
を
署
し
た
も
の
ε
も
解
し

得
る
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
三
は
四
の
誤
ご
断
言
す
る
こ

ご
は
出
來
澱
。
こ
れ
は
何
れ
で
も
宜
い
事
柄
で
あ
る
が
序

に
附
言
し
て
置
く
。

　
是
時
に
當
っ
て
長
・
崎
在
勤
の
外
國
事
務
掛
井
上
鞍
が
澤

総
督
の
旨
を
奉
じ
て
浦
上
村
の
墓
督
激
徒
露
分
問
題
の
盲
不

講
を
な
さ
ん
が
爲
に
上
京
し
た
こ
ご
は
更
訂
周
知
の
事
柄

で
あ
る
が
、
同
時
に
長
崎
に
造
幣
所
建
設
の
議
を
上
ら
ん

ε
し
π
こ
ご
は
鯨
り
知
ら
れ
て
居
な
い
。
當
時
長
鷲
に
於

い
て
は
メ
シ
コ
銀
の
…
貰
貨
多
く
，
加
ふ
る
に
薩
摩
ご
分
金

の
贋
造
物
も
影
し
か
つ
た
が
爲
に
、
貿
易
上
多
大
の
悪
影

響
を
蒸
し
て
そ
の
虚
置
に
困
惑
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
井
上
馨
は
現
状
の
儘
に
之
を
放
任
し
て
置
い
て
は
國

家
の
一
大
事
で
あ
る
こ
し
、
將
來
貿
易
の
曇
展
を
期
す
る

上
に
は
、
こ
の
際
蓮
か
に
貨
幣
制
度
の
確
立
統
一
を
圖
ら

な
け
れ
ば
我
が
財
政
は
窃
滅
の
外
な
し
ご
し
、
途
に
議
を

決
し
て
長
崎
に
造
幣
所
を
建
設
せ
ん
ご
欲
し
、
之
を
朝
廷

に
票
講
ず
る
考
へ
で
あ
っ
た
。
ご
こ
ろ
が
上
京
し
て
見
る

ご
、
既
に
今
月
太
政
官
に
於
い
て
新
貨
錆
造
の
議
決
が
あ

っ
π
こ
い
ふ
の
で
其
儀
に
し
て
止
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の

事
は
井
上
侯
の
生
前
直
接
承
は
つ
た
話
で
あ
る
が
、
こ
の

頃
長
騎
裁
剣
難
鋼
事
で
あ
っ
た
佐
々
木
高
行
の
記
銀
に
も

明
か
に
見
え
て
居
る
。
邸
ち
「
浦
上
村
天
主
激
徒
の
巌
罰
に

庭
置
致
度
事
」
ご
【
，
長
崎
運
上
灰
に
メ
キ
シ
コ
ー
3
ル
銀
贋
物

多
く
且
薩
摩
贋
金
も
影
多
有
之
候
聞
夫
是
取
集
め
、
長
崎

に
て
吹
替
致
度
冒
之
事
」
右
の
外
に
も
色
々
の
御
用
あ
）

て
潮
上
聞
多
上
京
す
ご
い
ふ
意
味
が
悉
く
記
し
て
あ
る
。

こ
れ
等
に
依
っ
て
も
薩
接
蓮
商
貿
易
に
關
係
あ
る
諸
有
司

の
間
に
は
痛
切
隠
幣
制
統
一
の
急
務
を
戚
じ
て
居
た
も
の

が
少
く
な
か
っ
た
こ
ご
を
傍
出
す
・
る
に
足
る
ご
思
ふ
。

な



五

　
却
説
香
港
に
差
遣
せ
ら
れ
だ
る
上
野
敬
輔
懸
は
造
幣
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

械
購
入
の
交
渉
も
事
な
く
成
立
し
て
元
年
六
月
五
日
紳
戸

に
蹄
航
し
た
。
是
に
於
い
て
小
松
蒼
鉛
、
寺
島
陶
藏
、
中

井
弘
藏
、
山
口
前
言
…
の
四
人
連
署
し
て
、
造
幣
器
械
組
建

の
案
な
る
も
の
を
草
し
、
翌
巳
之
を
大
阪
な
る
後
藤
象
二

郎
、
五
代
才
助
、
町
田
畏
部
、
西
園
寺
雪
江
、
陸
奥
陽
之

助
の
五
人
宛
に
逡
附
し
、
造
幣
所
を
設
く
る
に
當
っ
て
は

第
一
に
水
利
を
考
へ
、
交
通
至
便
の
地
を
選
ぶ
こ
ご
の
必

要
な
る
所
以
を
述
べ
、
之
に
添
ふ
る
に
上
野
敬
輔
の
器
械

購
入
報
告
書
を
も
逸
附
し
π
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
こ

し
て
、
政
府
離
職
に
於
い
て
は
造
幣
所
の
敷
地
に
就
い
て

種
々
評
議
し
．
最
初
は
大
阪
中
ノ
島
の
内
で
適
當
の
地
を

検
し
た
け
れ
ざ
も
決
せ
す
、
同
年
夕
月
途
に
川
崎
村
な
る

薔
町
奉
行
追
而
藏
の
跡
を
以
っ
て
そ
の
敷
地
ε
な
す
に
決

定
し
た
の
で
あ
る
。
『
大
藏
軽
羅
革
誌
』
に
「
川
崎
に
あ
る
奮

　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
造
鰺
局
設
立
の
・
田
來
及
び
其
敷
趣
に
就
い
て

幕
府
米
稟
の
趾
地
を
以
て
鋳
造
場
に
ト
定
す
ご
」
あ
る
の

は
帥
ち
そ
れ
で
あ
る
。

　
然
る
に
こ
の
米
魔
の
適
地
こ
い
ふ
の
は
疑
は
し
い
。
こ

れ
は
材
木
置
場
の
誤
で
あ
ら
う
ご
い
ふ
説
が
あ
る
。
こ
の

事
に
關
し
て
は
先
年
造
幣
局
長
で
あ
っ
π
長
谷
川
爲
治
氏

の
談
に
よ
っ
て
始
め
て
承
知
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
後
大

正
十
年
造
幣
局
五
十
周
年
記
念
の
際
登
行
せ
ら
れ
た
『
造

幣
局
浩
藤
下
』
の
中
に
も
同
意
昧
の
説
が
記
載
し
て
あ
る

か
ら
薙
に
一
言
し
て
み
た
い
ご
思
ふ
．
成
程
こ
の
川
崎
の

地
は
古
く
幕
府
時
代
に
は
材
木
遣
場
で
あ
っ
て
御
材
木
藏

ご
無
し
π
所
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
が
寛
政
元
年
幕
府
は
將
來

の
凶
款
に
備
ふ
る
爲
に
、
材
木
藏
の
一
部
な
る
皇
継
方
勘

定
場
の
塞
地
に
籾
藏
を
建
設
し
た
。
之
が
所
謂
米
康
で
あ

る
。
師
ち
幾
遍
局
の
最
初
の
敷
地
は
こ
の
廃
の
趾
全
部
ご

幾
分
材
木
藏
の
方
に
も
及
ん
で
居
た
か
も
知
れ
ぬ
、
大
晦

に
於
い
て
米
栂
の
趾
地
ご
辮
し
て
説
．
な
い
の
で
あ
る
。
面

し
二
年
十
一
月
の
火
災
後
幾
分
の
移
動
あ
り
、
又
今
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
一
五
　
（
四
六
玉
）



　
　
　
節
山
ル
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
暗
運
幣
局
設
立
の
由
來
及
び
北
ハ
敷
塊
に
就
い
て

造
幣
局
は
殆
ん
ご
奮
材
木
藏
の
全
部
を
も
抱
擁
し
て
居
る

こ
ご
は
言
ふ
迄
も
な
い
。

　
右
の
如
く
造
幣
所
の
敷
地
を
川
崎
の
薔
米
厩
の
祉
に
ト

鋭
し
た
る
後
、
英
國
オ
ソ
エ
ン
タ
ル
、
バ
ン
ク
の
支
配
入

ジ
ヨ
ソ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
甘
ぎ
園
。
げ
○
答
。
。
o
簿
は
我
が
造
幣

に
關
す
る
詳
細
な
る
意
見
を
具
し
て
、
造
幣
所
を
建
つ
る

に
は
敷
地
選
定
の
極
め
て
重
大
な
る
所
以
を
述
べ
、
海
濱

に
近
く
し
て
貨
財
の
集
積
に
至
便
な
る
地
で
な
く
て
は
利

害
得
失
に
間
す
る
こ
ご
が
多
い
、
横
濱
は
海
外
よ
り
始
め

て
到
着
す
る
港
で
あ
っ
て
貿
易
盛
大
の
地
で
あ
る
か
ら
既

地
に
造
幣
所
を
建
つ
べ
き
で
あ
る
、
既
に
大
阪
に
徽
地
を

ト
定
し
て
建
設
に
着
手
し
た
か
ら
こ
て
之
を
圃
守
す
る
は

將
家
の
爲
に
ご
ら
ざ
る
所
で
あ
る
、
大
阪
に
造
磐
所
を
建

つ
る
ε
す
れ
ば
同
所
ε
横
濱
ε
の
間
の
蓮
貨
又
は
イ
ソ
シ

ユ
レ
ン
ス
等
の
費
明
を
生
じ
て
永
久
莫
大
の
損
失
を
招
く

こ
ご
に
な
る
、
又
江
戸
に
造
幣
所
を
建
つ
る
こ
ご
も
得
策

で
あ
る
が
自
分
ご
し
て
は
之
は
蝕
り
拗
め
な
い
ご
横
濱
案

　
　
　
　
　
　
　
麓
叩
三
擁
幽
　
　
　
】
一
山
ハ
　
（
四
山
甲
山
ハ
）

を
力
説
し
て
我
が
政
府
の
熟
考
を
求
め
た
こ
ご
も
あ
っ
だ

け
れ
ざ
も
こ
れ
は
逡
に
實
現
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
而
し
て

造
幣
局
の
名
は
二
年
二
月
太
政
官
中
に
新
設
せ
ら
れ
た
に

始
り
、
同
年
四
月
會
計
官
に
冠
し
、
同
年
七
月
造
幣
寮
ビ

改
擬
し
て
大
首
省
に
属
し
、
同
十
年
一
月
更
に
造
幣
局
ご

改
聡
し
て
今
H
に
及
ん
で
居
る
。


